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輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
の
承
認
）

（
輸
出
の
承
認
）

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

地
と
す
る
輸
出

地
と
す
る
輸
出

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
か
ら
モ
ま
で
及
び
第
三
号
を
除
く

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

。
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五

る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら

、
三
五
か
ら
三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く

貨
物
を
除
く
。
）
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

。
）
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
二
〇
か
ら

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
二
〇
か
ら

二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
及
び
四

二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
及
び
四

三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア

三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア

を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

第
二
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（

第
二
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（

三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
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一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
か
ら
モ
ま
で
及
び

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
及
び
第
三
号
を
除

第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
（
経
済
産
業

く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の

で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ
～
ケ

（
略
）

イ
～
ケ

（
略
）

フ

石
油
精
製
用
の
装
置
及
び
触
媒

フ

石
油
精
製
用
の
装
置

コ

量
子
計
算
機
そ
の
他
の
量
子
の
特
性
を
利
用
し
た
装
置
及
び
そ
の

（
新
設
）

附
属
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

エ

電
子
顕
微
鏡
、
原
子
間
力
顕
微
鏡
そ
の
他
の
顕
微
鏡
及
び
こ
れ
ら

（
新
設
）

の
顕
微
鏡
と
と
も
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
装
置

テ

積
層
造
形
用
の
装
置
並
び
に
こ
れ
に
用
い
ら
れ
る
粉
末
状
の
金
属

（
新
設
）

及
び
金
属
合
金

ア

有
機
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
、
有
機
電
界
効
果
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
及
び

（
新
設
）

有
機
太
陽
電
池
の
製
造
用
の
装
置
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サ

微
小
な
電
気
機
械
シ
ス
テ
ム
の
製
造
用
の
装
置

（
新
設
）

キ

水
素
（
太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用

（
新
設
）

し
て
製
造
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
原
料
と
す
る
燃
料
及
び
変
換
効

率
の
高
い
太
陽
電
池
の
製
造
用
の
装
置

ユ

真
空
ポ
ン
プ
及
び
真
空
計

（
新
設
）

メ

極
低
温
用
に
設
計
し
た
冷
却
装
置
及
び
そ
の
附
属
装
置
並
び
に
こ

（
新
設
）

れ
ら
の
部
分
品

ミ

集
積
回
路
か
ら
蓋
及
び
封
止
材
料
を
除
去
す
る
た
め
の
装
置

（
新
設
）

シ

量
子
収
率
の
高
い
光
検
出
器

（
新
設
）

ヱ

工
作
機
械
及
び
そ
の
部
分
品
並
び
に
工
作
機
械
用
の
数
値
制
御
装

（
新
設
）

置
ヒ

電
磁
波
に
よ
る
探
知
を
困
難
に
す
る
機
能
を
向
上
さ
せ
る
材
料
、

（
新
設
）

ほ
ぼ
等
し
い
割
合
の
複
数
の
元
素
で
構
成
さ
れ
た
合
金
そ
の
他
の
先

端
的
な
材
料

モ

導
電
性
高
分
子
、
半
導
電
性
高
分
子
及
び
電
界
発
光
の
性
質
を
有

（
新
設
）

す
る
高
分
子

三

（
略
）

三

（
略
）


